
重
な
地
域
の
歴
史
資
料
で
あ
る
と
の
認
識
を
さ
れ
な
い
ま
ま
「
死
蔵
」
さ
れ
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
売
却
や
廃
棄
等
の
処
分
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

大
い
に
想
像
さ
れ
る
。

❷
大
分
県
に
お
け
る
明
治
初
期
地
籍
図
作
成
経
過

　
次
に
、
大
分
県
の
明
治
期
地
籍
図
作
成
の
流
れ
を
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
、
当
該

期
の
基
本
史
料
で
あ
る
『
県
治
概
略
』
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い

（
1
（

。
と
は
い
え
、
県

内
の
地
籍
図
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
せ
い
ぜ

い
地
租
改
正
関
係
の
研
究
や
地
名
研
究
に
付
随
し
て
言
及
さ
れ
る
程
度
に
す
ぎ
な
い

た
め
、
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
県
、
市
町
村
等
に
お
け
る
地
籍
図
及
び
関
連

史
料
等
の
所
在
調
査
も
悉
皆
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
調
査
、
保
存
等
の
措

置
が
欠
か
せ
な
い
が
、
こ
の
件
は
後
述
す
る
。

　
明
治
政
府
成
立
後
の
明
治
五
年
七
月
四
日
、
全
て
の
土
地
所
有
権
を
公
証
す
る
た

め
、
い
わ
ゆ
る
「
壬
申
地
券
」
を
発
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
大
分
県
で
も
地
券
発
行

の
た
め
、「
地
券
掛
」
を
設
置
し
、
こ
の
官
員
を
大
蔵
省
に
派
遣
し
た
こ
と
が
『
縣

治
概
略
』
に
記
さ
れ
て
い
る

（
2
（

。
し
か
し
、
壬
申
地
券
整
備
と
そ
れ
に
伴
う
絵
図
作
成

経
過
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
こ
の
件
の
他
に
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
因

　
本
稿
で
は
、
残
存
す
る
大
分
県
豊
後
国
関
係
の
地
籍
図
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
こ

こ
で
い
う
「
地
籍
図
」
と
は
、
壬
申
地
券
地
引
絵
図
・
地
租
改
正
地
引
絵
図
・
土
地

台
帳
付
属
地
図
ま
で
の
絵
図
・
地
図
類
を
指
す
。

❶
地
籍
図
の
残
存
状
況

（
残
存
状
況
）

　
詳
細
は
目
録
に
譲
る
と
し
て
、
概
況
を
述
べ
た
い
。

　
ま
ず
壬
申
地
券
地
引
絵
図
に
つ
い
て
は
、
県
下
で
は
臼
杵
市
を
除
い
て
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
地
租
改
正
地
引
絵
図
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ず
所
蔵
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
所
蔵
者
側
に
地
租
改
正
地
引
絵
図
で
あ
る
と
の
認
識
で
保
存

さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
今
後
関
係
機
関
の
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

現
況
で
、
県
下
最
大
の
同
図
所
蔵
先
は
大
分
県
立
図
書
館
で
あ
る
。
そ
の
担
当
部
署

に
対
す
る
聞
取
り
で
は
、
同
館
所
蔵
の
地
租
改
正
地
引
絵
図
等
は
、
戦
後
、
県
内
の

古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
大
分

郡
・
豊
前
国
宇
佐
郡
の
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
壬
申
地
券
地
引
絵
図
・
地
租
改
正
地
引
絵
図
は
、
貴

大
分
県
豊
後
国
地
域
の
明
治
期
地
籍
図
　壬
申
地
券
地
引
絵
図
・
地
租
改
正
地
引
絵
図
を
中
心
に
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み
に
、
こ
の
事
業
は
、
四
年
八
月
に
壬
申
戸
籍
編
制
、
五
年
三
月
に
大
区
小
区
制
が

命
じ
ら
れ
た
う
え
で
実
行
が
命
令
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
こ
う
し
た
制
度
整

備
に
か
か
る
負
担
は
「
民
費
」
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
壬
申
地
券
発
行

事
業
は
抵
抗
が
強
か
っ
た
上
に

（
3
（

、
県
令
森
下
景
端
す
ら
国
に
質
問
状
を
提
出
し
た
ほ

ど
、
疑
問
点
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る

（
4
（

。
且
つ
、
五
年
一
二
月
に
は
大
分
・
海
部
・

大
野
・
直
入
郡
で
「
県
下
四
郡
一
揆
」
が
勃
発
し
、
地
籍
事
務
に
影
響
を
及
ぼ
し
か

ね
な
い
事
件
が
連
続
す
る
。
こ
の
こ
と
が
壬
申
地
券
関
係
の
史
料
の
少
な
さ
に
影
響

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
事
業
は
、
早
く
も
六
年
七
月
に
は
地

租
改
正
事
業
へ
引
き
継
が
れ
る
も
の
の
、
大
分
県
内
に
お
い
て
は
、
六
年
一
一
月
一

二
日
に
地
券
交
付
を
完
了
し
た

（
5
（

。

　
そ
の
次
に
地
租
改
正
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
地
引
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
。
国
で

は
明
治
六
年
七
月
に
地
租
改
正
の
上
諭
・
条
例
・
規
則
・
地
方
官
心
得
な
ど
が
公
布

さ
れ
た
が
、
大
分
県
で
は
同
七
年
四
月
に
「
地
租
改
正
ニ
付
人
民
心
得
書
」
が
布
達

さ
れ

（
6
（

、
地
引
絵
図
と
下
調
帳
の
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
。
地
租
改
正
作
業
は
、「
地
租

改
正
紀
要
」
に
よ
れ
ば
明
治
七
年
一
〇
月
に
着
手
し
、
九
年
五
月
に
整
頓
し
た
と
い

う
（
7
（

。
　
因
み
に
、
明
治
九
年
四
月
に
大
分
県
に
編
入
さ
れ
た
下
毛
・
宇
佐
両
郡
の
地
租
改

正
作
業
は
一
一
年
一
〇
月
ま
で
か
か
っ
た
と
、「
地
租
改
正
紀
要
」
に
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
調
査
対
象
と
な
っ
た
大
分
県
立
図
書
館
所
蔵
の
両
郡
の
地
租
改
正

絵
図
は
一
五
年
の
年
紀
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
地
租
改
正
絵
図
の

様
式
を
と
り
な
が
ら
、
一
九
年
前
後
の
年
紀
を
持
つ
も
の
も
あ
り
、
大
分
県
へ
の
編

入
が
地
租
改
正
事
務
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
後
、
全
国
的
に
は
地
押
調
査
更
正
地
図
・
土
地
台
帳
付
属
地
図
の
作
成
事
業

が
展
開
し
て
い
く
が
、
大
分
県
内
全
般
の
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限

り
で
は
関
連
史
料
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
県
下
で
の
地
押
調
査
更
正
地
図
と

土
地
台
帳
付
属
地
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
研
究
も
き
わ
め
て
少
な
い

が
（
8
（

、
付
属
地
図
は
、
明
治
二
〇
年
代
初
期
に
郡
役
所
・
県
庁
に
土
地
台
帳
と
付
属
地

図
が
備
置
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
税
務
署
、
そ
し
て
登
記
所
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
と

い
う
道
を
た
ど
る

（
9
（

。
た
だ
、
明
治
二
〇
年
代
の
付
属
地
図
の
作
成
経
緯
等
を
示
す
史

料
は
、
こ
れ
も
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
郡
役
所
の
史
料
散
逸
に
起

因
す
る
こ
と
大
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
今
後
新
出
史
料
の
発
見
が
待
た
れ
る
。

❸『
県
治
概
略
』に
見
る
各
種
地
籍
図
作
成

　
こ
こ
で
は
、
先
行
研
究
で
も
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
の
多
い
、
明
治
初
期
の
大
分
県
政
史
料
で
あ
る
『
県
治
概
略
』
を
さ
ら
に

見
て
い
く
こ
と
と
す
る

（
（（
（

。

（
壬
申
地
券
関
係
）

　
壬
申
地
券
発
行
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
は
明
治
五
年
二
月
に
地
券
渡
方
規
則

が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
「
現
地
ノ
景
況
ニ
随
ヒ
、
地
引
絵
図
ヲ
製
シ
進
達
ス
ヘ

キ
」
旨
が
定
め
ら
れ
た
（
第
二
三
条
）。
こ
の
と
き
の
大
分
県
下
に
関
す
る
史
料
は
、

既
述
の
『
県
治
概
略
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
皆
無
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
他
県
の
状
況
を
み
る
と
、
所
有
者
の
申
告
、
近
世
の
検
地
帳
面
類
と
の

照
合
、
面
積
減
少
地
の
竿
入
れ
の
三
段
階
が
基
本
的
手
続
き
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、

村
単
位
の
地
引
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
の
が
全
国
的
傾
向
の
よ
う
で
あ
る

（
（（
（

。
し

か
し
、
史
料
か
ら
ど
の
よ
う
な
絵
図
類
が
作
成
さ
れ
て
い
た
か
を
把
握
す
る
こ
と
は

大
分
県
で
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
残
存
し
て
い
る
も
の
か
ら
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
三
河
・
川
名
論
文
で
臼
杵
市
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
、
参
照
し
つ
つ
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い

（
（（
（

。

（
地
租
改
正
関
係
）

　
地
租
改
正
に
関
す
る
『
県
治
概
略
』
で
の
初
出
は
、「
地
租
改
正
ニ
付
人
民
心
得
書
」

で
あ
る
。
作
成
す
べ
き
図
面
に
関
す
る
指
示
は
、
そ
の
第
七
条
に
見
え
る
。
同
条
の

中
で
「
官
員
派
出
実
地
相
改
」
の
前
に
「
村
役
人
立
会
銘
々
持
地
ニ
畝
杭
ヲ
建
置
隣
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田
畑
持
主
共
申
合
耕
地
ヘ
臨
ミ
経
界
ヲ
正
シ
銘
々
持
地
ノ
反
別
ヲ
取
調
」、
村
役
人

が
そ
の
デ
ー
タ
を
「
地
引
絵
図
」「
下
調
帳
」
と
引
き
合
わ
せ
、
相
違
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
ら
、
畝
杭
へ
更
正
後
の
反
別
と
持
主
の
姓
名
を
書
く
こ
と
と
し
た
。

　
そ
の
後
、
県
は
小
区
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
改
正
作
業
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、

『
大
分
縣
地
租
改
正
指
令
日
報
』
を
出
し
、
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
号
（
明
治

八
年
一
〇
月
三
日
）
に
は
、
絵
図
作
成
の
実
際
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る

（
（（
（

。

　
そ
れ
は
心
得
書
第
二
条
に
関
す
る
も
の
で
、
第
五
大
区
一
四
小
区（
大
野
郡
原
村
）

か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
則
ち
、「
図
面
ノ
義
ハ
一
筆
ヲ
紙
半
面
ニ
仕
立
別
紙

ノ
通
相
認
メ
村
ノ
大
小
ニ
随
ヒ
一
村
分
幾
綴
ニ
モ
仕
置
」
お
い
た
上
で
、
官
の
検
査

に
供
す
る
と
同
小
区
が
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、
県
は
「
絵
図
面
之
義
ハ
竿
ノ
打
方

心
得
之
為
雛
形
ヲ
以
相
示
候
マ
テ
ニ
テ
一
筆
毎
ニ
絵
図
面
相
製
シ
候
ニ
ハ
不
及
」
と

回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
大
分
県
で
は
一
村
図
の
制
作
の
み
を
中
心
に
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
じ
く
第
二
条
へ
の
回
答
の
中
で
、「
実
地
竿
入

下
調
之
儀
ハ
区
戸
長
関
係
不
致
小
前
ニ
於
テ
」
調
査
し
、
簿
冊
作
成
の
上
、
そ
れ
ら

の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
「
尤
モ
」
で
あ
る
が
、「
即
今
人
民
中
地
押
絵
図
面
等
出

来
セ
ル
者
十
カ
一
二
ニ
不
過
」、
そ
の
ま
ま
任
せ
て
は
「
旧
来
ノ
弊
習
隠
田
増
歩
改

出
モ
如
何
有
之
哉
」
と
の
懸
念
が
あ
る
た
め
、「
可
成
丈
区
内
役
員
ニ
テ
取
扱
可
致
」

と
も
回
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
得
書
第
七
条
に
は
、
当
事
者
同
士
に
よ
る
境
界

確
認
、
そ
し
て
そ
の
確
定
に
区
戸
長
等
が
立
ち
会
う
形
で
指
示
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

技
術
的
な
問
題
な
ど
か
ら
、
実
際
に
は
当
初
か
ら
区
戸
長
ら
の
立
会
い
が
求
め
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

（
（（
（

。
地
租
改
正
事
業
に
区
切
り
が
つ
い
た
後
も
結
局
は
地
租

条
例
を
出
し
、
更
正
地
図
＝
土
地
台
帳
付
属
地
図
作
製
事
業
へ
と
つ
な
が
る
原
因
の

一
つ
が
既
に
こ
こ
で
も
垣
間
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
一
村
図
が
大
分
県
の
地
租
改
正
地
引
絵
図
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
「
府
県
地
租
改
正
紀
要
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
他
県
で
は

一
筆
・
字
・
村
の
各
段
階
毎
に
図
を
作
成
し
て
い
る
県
も
あ
る
中
で
、
大
分
県
が
村

図
の
み
と
し
た
理
由
は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
。

（
更
正
図
・
付
属
地
図
関
係
）

　
地
租
改
正
事
業
は
、
全
国
規
模
の
事
業
の
割
に
は
比
較
的
短
期
間
で
竣
功
し
た
一

方
で
、
特
に
測
量
の
精
度
、
遺
漏
地
の
多
さ
が
問
題
と
さ
れ
た
と
い
う

（
（（
（

。
改
正
事
業

竣
功
後
、
明
治
一
七
年
に
地
租
条
例
が
布
告
さ
れ
、
新
た
に
土
地
台
帳
の
備
置
と
そ

れ
に
伴
う
こ
れ
ま
で
の
絵
図
類
の
更
正
が
必
要
と
な
っ
た
。
大
分
県
で
も
同
様
の
流

れ
で
あ
り
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
前
掲
の
三
河
・
川
名
論
文
に
詳
細
な
経
緯
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
現
代
に
至
っ
て
も
法
務
局
等
に
備
置

さ
れ
て
い
る
最
も
古
い
地
籍
図
は
ど
れ
か
と
尋
ね
る
と
、
大
分
県
内
で
は
こ
の
更
正

図
＝
土
地
台
帳
付
属
地
図
で
あ
る
と
の
回
答
が
通
常
で
あ
る
。

❹
残
さ
れ
て
き
た
地
籍
図

　
こ
こ
で
は
、
近
年
の
調
査
研
究
お
よ
び
本
調
査
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
地
籍
図

に
は
い
か
な
る
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
か
を
、
見
て
い
き
た
い
。

（
壬
申
地
券
地
引
絵
図
と
地
租
改
正
地
引
絵
図
）

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
壬
申
地
券
作
成
時
の
地
引
絵
図
は
、
作
成
を
命
じ
る
一
文

が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
仕
様
に
関
し
て
の
記
述
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
三

河
・
川
名
両
氏
が
確
認
し
た
臼
杵
市
の
壬
申
地
券
地
引
絵
図
の
事
例
を
見
て
い
き
た

い
（
（（
（

。
　
臼
杵
市
に
は
現
在
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
近
世
絵
図
資

料
群
」
が
保
存
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
そ
の
う
ち
、
明
治
初
期
の
作
成
に
な
る
絵
図
地
図
類

も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
が
、
両
氏
は
そ
れ
ら
を
分
類
整
理
し
、
壬
申
地
券
・

地
租
改
正
に
関
わ
る
絵
図
九
点
を
見
出
し
た
。

　
両
氏
は
、
明
治
五
年
三
月
～
同
一
一
年
七
月
に
県
下
で
大
区
小
区
制
が
布
か
れ

（
（（
（

、

且
つ
、
当
該
期
間
中
（
明
治
八
年
三
月
）
に
小
区
内
で
の
合
併
が
行
わ
れ
た
事
実
と
、

壬
申
地
券
作
成
が
命
じ
ら
れ
た
時
期
（
明
治
五
年
七
月
）
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
天
保
・
弘
化
年
間
に
臼
杵
藩
領
内
で
実
施
さ
れ
た
村
絵
図
・
浦
絵
図
等
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作
成
事
業
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
九
点
の
う
ち
か
ら
六
点
を
壬
申
地
券
地
引

絵
図
と
特
定
し
た
。
明
治
期
の
地
籍
図
作
成
に
近
世
絵
図
や
検
地
帳
が
用
い
ら
れ
た

り
、
そ
の
デ
ー
タ
を
基
礎
に
地
券
が
発
行
さ
れ
た
事
例
は
大
分
県
の
み
な
ら
ず
、
全

国
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
佐
藤
甚
次
郎
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

（
（（
（

、

臼
杵
の
場
合
、
弘
化
四
年
に
精
度
の
高
い
浦
絵
図
を
作
成
し
て
お
り
、
沿
岸
の
壬
申

地
券
地
引
絵
図
は
そ
の
影
響
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
残
り
の
三
点
は
、

大
分
県
立
図
書
館
等
に
見
ら
れ
る
同
地
引
絵
図
と
特
色
が
似
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ

ら
に
記
載
さ
れ
た
年
代
か
ら
、
地
租
改
正
地
引
絵
図
、
も
し
く
は
そ
の
下
書
き
等
深

い
関
連
の
あ
る
絵
図
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
こ
で
「
改
正
日
報
」
の
第
一
号
第
一
二
条
を
見
る
と
、
壬
申
地
券
発
行
作
業
時

に
脱
漏
し
た
土
地
が
発
見
さ
れ
た
場
合
の
指
示
が
仰
が
れ
て
い
る
。
取
調
帳
に
関
し

て
は
、
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
絵
図
に
関
す
る
指
示
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

地
番
を
一
村
丸
ご
と
替
え
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
考
え
て
、
地
引
絵
図
に
対
し
て
も
下
調
帳
同
様
の
修
正
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と

推
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
臼
杵
市
所
蔵
の
壬
申
地
券
地
引
絵
図
・
地
租
改
正

絵
図
の
う
ち
か
ら
、
海
添
村
の
両
地
引
絵
図
（
写
真
1
・
2
）
を
比
較
し
、
そ
の
変

化
を
見
て
み
た
い
。

　
ま
ず
一
目
瞭
然
な
の
は
両
絵
図
の
描
く
範
囲
の
違
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
八
年

に
同
じ
小
区
内
の
海
添
村
と
内
畑
村
が
合
併
し
た
た
め
で
、
壬
申
図
（
写
真
1
）
よ

り
も
地
租
改
正
図
（
写
真
2
）
の
方
が
描
か
れ
た
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
次
に

凡
例
で
あ
る
が
、
壬
申
図
に
は
凡
例
が
あ
り
（
写
真
3
）、
地
租
改
正
図
に
は
凡
例

が
な
い
。
し
か
し
、
仔
細
に
見
る
と
、
両
者
の
間
で
彩
色
の
意
味
が
変
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
田
畑
・
屋
敷
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。
壬
申
図
で
は「
田

畑
屋
敷
」
と
さ
れ
、
田
畑
と
屋
敷
は
同
じ
凡
例
で
示
さ
れ
て
い
る
（
写
真
4
）
が
、

地
租
改
正
図
で
は
両
者
は
区
別
さ
れ
、
色
分
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る

（
写
真
5
）。

（
20
）
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ま
た
、
地
番
に
つ
い
て
も
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
、
一
つ
目
に
は

先
に
見
た
地
目
の
変
更
が
地
番
の
変
更
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る

と
、
壬
申
図
で
は
「
田
畑
屋
敷
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
場
所
が
、
地
租
改
正
図
で

は
屋
敷
地
内
に
田
畑
が
区
画
さ
れ
、
別
の
着
色
が
な
さ
れ
て
い
る
（
写
真
4
・
5
参

照
）。
二
つ
目
に
は
、
壬
申
図
で
は
、
隣
接
す
る
別
区
画
の
土
地
を
印
で
結
ん
で
一

筆
扱
い
に
し
て
い
る
も
の
が
、
地
租
改
正
図
で
は
別
筆
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
番

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
修
正
痕
が
な
い
こ
と
か
ら
、
作
成
当
初
か
ら
こ
の
記
入
方
式

が
採
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
痕
跡
は
同
じ
資
料
群
に
あ
る
「
第
四
大
区
十

二
小
区
臼
杵
村
絵
図
」（
口
絵
6–

⑥
）
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
絵
図
の
場
合

も
修
正
後
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
壬
申
図
で
の
地
番

を
変
更
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
因
の
三
つ
目
と
し
て
、
壬

申
図
で
は
山
林
の
地
番
は
朱
で
書
か
れ
、
そ
の
他
の
地
番
と
は
別
で
あ
る
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
が
、
地
租
改
正
図
で
は
一
連
の
地
番
と
し
て
区
別
無
く
ふ
り
直
さ
れ

て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
取
調
帳
の
み
な
ら
ず
、
地
引
絵
図
に
関
し
て
も
、
壬
申
地
券
発
行
時

の
も
の
が
地
租
改
正
時
の
基
準
に
合
わ
せ
て
更
正
さ
れ
つ
つ
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
甚
だ
拙
い
内
容
で
は
あ
る
が
、
最
後
に
残
さ
れ
た
課
題
を
、
大
分
県
下
の
状

況
を
踏
ま
え
て
述
べ
、
了
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
壬
申
地
券
発
行
・
地
租
改
正
な
ど
、
関
連
す
る
史
資
料
群
の
悉
皆
的
な
調

査
が
今
後
も
是
非
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
そ
の
端
緒
を

な
す
も
の
と
し
て
大
変
有
意
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
籍
図
が
持
つ
資
料
性
は
、
そ

れ
を
所
蔵
す
る
機
関
に
お
い
て
す
ら
十
分
に
認
識
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に

あ
る
。
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
認
識
を
新
た
に
し
て
も
ら
え
る
チ
ャ
ン
ス
作
り

で
も
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
前
者
の
課
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
が
、
今
回
は
地
籍
図
と
い
う
特

定
種
類
の
資
料
の
調
査
だ
っ
た
が
、
こ
れ
を
地
租
改
正
か
ら
土
地
台
帳
整
備
ま
で
の

近
代
の
歴
史
事
象
と
の
関
係
の
な
か
で
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

地
籍
図
だ
け
で
は
な
く
、
台
帳
類
や
布
達
、
覚
書
な
ど
の
調
査
・
分
析
が
必
要
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
地
籍
図
も
含
め
た
近
代
の
歴
史
資
料
・
公
文
書
等

を
ど
の
よ
う
に
保
存
し
て
い
く
か
と
い
う
大
き
な
課
題
に
行
き
当
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
地
籍
図
に
基
づ
い
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
も
多
く
の

成
果
を
上
げ
て
お
り
、
公
文
書
管
理
法
も
公
布
さ
れ
た
今
、
国
か
ら
地
方
に
至
る
ま

で
、
包
括
的
な
地
籍
図
保
存
対
策
を
講
じ
る
べ
き
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
） 　
三
河
雅
弘
・
川
名
禎
「
臼
杵
に
お
け
る
地
籍
図
類
の
作
成
経
緯
と
そ
の
特
色
」（
臼
杵
市
教

育
委
員
会
編
『
臼
杵
市
所
蔵
絵
図
資
料
群
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
五
年
三
月
刊
所
収
）、
佐
藤

甚
次
郎
『
明
治
期
作
成
の
地
籍
図
』（
古
今
書
院
・
一
九
八
六
年
）、
大
分
県
総
務
部
総
務
課
編

『
大
分
県
史

　
近
代
編
1
』（
大
分
県
・
一
九
八
四
年
刊
）、
河
野
昭
夫
「
地
租
改
正
」（
大
分
放

送
大
分
歴
史
事
典
刊
行
本
部
編
『
大
分
歴
史
事
典
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
刊
所
収
）、「
縣
治
概

略
」（
大
分
県
総
務
部
総
務
課
編
『
大
分
県
史
史
料
叢
書
』
4
・
5
＝
一
九
八
二
年
刊
。
以
下

引
用
す
る
「
県
治
概
略
」
は
こ
れ
に
依
っ
た
。）

（
2
） 　
明
治
五
年
九
月
五
日
の
条
（「
縣
治
概
略
第
二
」）

（
3
） 　「
地
券
の
さ
と
し
」（
同
年
一
〇
月
二
日
）
布
達
や
説
諭
の
た
め
の
官
員
派
遣
（
同
年
一
一
月

八
日
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
4
） 　
前
掲
註
（
1
）『
大
分
県
史

　
近
代
編
』

（
5
） 　「
縣
治
概
略
第
四
」

（
6
） 　
明
治
六
年
七
月
一
九
日
（「
縣
治
概
略
第
五
」）

（
7
） 　「
地
租
改
正
紀
要

　
大
分
県
」（
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
編
・
発
行
『
明
治
前
期
産
業
発
達
史

資
料

　
別
冊
（
9
）
Ⅲ
』
所
収
・
一
九
六
五
年
刊
）。

（
8
） 　
前
掲
註
（
1
）
の
三
河
・
川
名
論
文
、
出
田
和
久
「
大
字
一
畑
小
字
地
名
図
と
大
分
県
に
お

け
る
地
籍
図
の
作
成
」（
大
分
県
立
宇
佐
風
土
記
の
丘
歴
史
民
俗
資
料
館
『
国
東
半
島
荘
園
村

落
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
概
報

　
豊
後
国
都
甲
荘
2
』
一
九
八
九
年
、
三
九–

四
一
頁
ほ
か
）

（
9
） 　
例
え
ば
、
臼
杵
市
管
内
の
明
治
二
二
年
前
後
の
更
正
地
図
は
、
法
務
局
に
備
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
出
田
論
文
に
よ
る
と
、
豊
後
高
田
市
内
に
所
在
し
た
と
さ
れ
る
都
甲
荘
関
係
の
地
籍
図

註
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は
大
分
地
方
法
務
局
の
豊
後
高
田
出
張
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
10
） 　
前
掲
註
（
1
）

（
11
） 　
前
掲
註
（
1
）
佐
藤
著
書
の
三
八
頁
等
。

（
12
） 　
前
掲
註
（
1
）

（
13
） 　「
縣
治
概
略
第
七
」

（
14
） 　
同
様
の
内
容
が
、
同
日
報
第
一
号
の
第
七
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 　
前
掲
註
（
1
）
佐
藤
論
文

（
16
） 　
前
掲
註
（
1
）

（
17
） 　
当
該
史
料
群
の
詳
細
は
、
臼
杵
市
教
委
編
『
臼
杵
市
所
蔵
絵
図
史
料
群
調
査
報
告
書
』（
平

成
一
七
年
三
月
刊
）
参
照
。

（
18
） 　
臼
杵
市
編
『
臼
杵
市
史

　
下
巻
』

（
19
） 　
前
掲
註
（
1
）
佐
藤
論
文

（
20
） 　
壬
申
地
券
地
引
絵
図
に
当
た
る
の
が
「
第
四
大
区
十
三
小
区
海
添
村
」（
整
理
番
号
②–

0 

4 

5
）、

地
租
改
正
地
引
絵
図
に
当
た
る
の
が
「
海
添
村
絵
図
」（
整
理
番
号
②–

2 

3 

0
）
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（
臼
杵
市
教
育
委
員
会
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
八
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）




